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〕
1.定 置漁業権に基づく漁業の現状

漁業の種別 定置網の基数
(括弧内は推繭地内の基数)

対象魚種 漁獲 量(.t)(注 一1,2) その他の制限 漁期(注 一3)

1999

年

2000

年

2CQ1

年

2GO2

年

鴉03

年

ア)法 令、漁業調整規則、

行使規則に基づ く制限

イ)自 主的規制 1

月

2

月

3

月

4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

{G

月

11

月

12

月

定置 さけ 54基(羅 臼側;33基(16基))

(斜 里側=21基(14基)}

さけ 全域 25922 19416 3ag96 38823 513τ9 ◎資源管理の取組

操 業期間の設定
・河 口付近のサ ケマス採

捕の禁止
・河川 内にお1ナるサ ケマ

ス採捕の禁止
・保護 水 面におけ る水産

動物の採捕の禁止

● ● ●

推薦地内 τ0796 9B93 21079 20310 24069

さ け ・ま す 109基(羅 臼 側=0基(0基))

(斜 里 偵曝=109基(59基))

さけ 全域 15071 10672 20152 19085 31868 同上 ● ● ●

推薦地内 6387 5493 12206 1帖87 16124

ます 全域 3」55 7055 1675 8995 5630 ◎禁漁期間の設定(斜 里)
・河 川遡 上を 梶す た めの

休漁措置(6日 間)

● ●

推薦地 内 1749 3868 957 51亀3 26珊

注 一1)全 域 とは 、 斜里 町 内 、羅 臼町 内 の漁獲 量 で ある。

注 一2)上 記の さけ 定置 の さけの漁 獲量 には、 さけ ・ます定置 の さけ の漁獲量 も含 まれ る。ま た、 さけ ・ます 定置 の漁 獲量 には さけ定置 の 漁獲量 の 一部が含 まれ てい る。

注 一3)● は主 た る操 業 時期

ea



2一 ① 第1種 共同漁業権に基づく漁業(底 もの漁業)の現状

対象水産物 漁獲量(t) その他の制限 漁期(注 一3)

(注 一1) 1999 2000 2001 2002 2003 ア)法令、漁業調整規則、 イ)自 主的規制 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

年 年 年 年 年 行 使規則に基 づ く制 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

限
第 こんぶ 全域 506 615 584 536 374 (羅臼地区) (羅臼地区) ● ●

1 推薦地内 172 199 204 179 194 ◎漁法又は漁具の制限 ◎操業時期の短縮
種 ・こんぶ採取者 は1隻 に ・9月30日 ま で 操 業

つき1名 可能 であるが 自主的 、

・漁 法は 「か ぎね じり」 に8月31日 で終 了

に限定

うに 全域 147 176 21B 224 165 (羅臼地 区) (羅臼地区) ● ● ● ● ● ● 禁 禁 禁 ■ ● ●

「 推薦地内 83 105 1て9 11フ 93 ◎体長制限 ◎禁漁区の設定
・殻 長40m未 満 の 採 捕 ・2カ 所の禁漁 区設定 .

禁止 ◎漁獲量の限度設定.
◎禁漁期間の設定 ・漁 協全体及び個人の

・7月1日 ～9月30日 漁獲限度の設定

までは禁漁期

◎漁法又は漁具の制限 .

・漁 法は 「タモ 」、 「ハ サ

ミ」、 「潜水 器 」 に限 定

◎使用漁船の制限
・使用漁船 は5ト ン未 満

「

(斜里地区) (斜里地区) ● ● 禁 禁
◎体長制限 ◎禁漁区の設定
・殻 長4Gm未 満 の 採 捕 ・潜水 器漁業の操業区

禁止 域は水 深8m以 深に

◎禁漁期間の設定 限定
・9月1日 一10月31

日までは禁漁期

◎漁法又は漁具の制限
・漁 法 は 「タモ」

、r潜 水

器」に限定

◎使用漁船の制限
・使用漁船は5ト ン未満

なま こ 全域 15 25 9 22 68 (羅臼地区) (羅臼地 区) o 0 O o o O 禁 禁 禁 o o o

推薦地内 13 15 1 12 36 ◎漁法又は漁具の制限 ◎漁獲量の限度設定
・漁 法 は 「桁 網」、 「潜 水 ・1隻 当 た り の 年間 漁

器」に限定 獲 量の上限 は3ト ン

◎禁漁期間の設定 に制限
・7月11日 ～9月20

日までは禁漁期

◎使用漁船の制限
.

・使用漁船は5ト ン未 満

(斜里地区) O o 禁 禁 o o o 0 O o
◎禁漁期間の設定
・5月1日 ～6月 て5日

までは禁漁期

1_ゴ『

の葛



つぶ 全域 67 フ8 73 105 77 (斜 毘 地'』〆 (糾里地区) Q o ..一
0

(注 一2)

一

推薦地内 18 2` 21 20 16 ⑥漁法又は漁具の制限 ◎漁法又は漁具の制限
・漁 法 は 「ざ る』、「か ご 』 ・カニ な どが脱 出でき

に限定 る構造の義務化

ほたてがい 全域 1879 1139 988 644 663 (羅臼地 区) (羅臼地区) o o 0 ○ O 0 O 0 o o 0 o

(養殖) 推薦地内 1293 775 648 452 620 ◎ 体 長制 限 ・
・殻 長 マ0 .4Gm未 満

◎漁獲量の限度設定
'1隻 当 た りの 年間漁

の採捕禁止 獲量 の上限 は15ト
.

◎漁法又は漁具の制限 ンに制限

・瀟 法 は 「タモ 』.「 潜 水

器 」、 「桁 網 」 に 限定

◎使用漁船の制限
・使用漁船は5ト ン朱満

(斜里地 区) 0 0 O o o o o O 0 o

◎体長制限
・殻 長8 .20m朱 満 の

操捕禁止
◎漁渚又は漁具の制限
・漁法はr桁 網」に限定

◎使用漁船の制限
・使用 漁 船 は15ト ン未

7

.

満

た こ 全域 561 376 293 409 47B (羅臼地区) (羅臼地区) ● ● ● ●

推繭地内 167 102 82 104 142 ◎体霊制限
・3kg未 満の採捕禁止

◎操業区域の取 り決め

⑨漁具の数量制限

◎漁法又は漁具の制限
・漁法 は 「空釣 な わ」.「つ

. ぽ」、 「箱」、r樽 流 し」

に限定

◎使用漁船の制限
・使用漁船は5ト ン未満

」

(斜里地区) (斜里地区)臼 ● ● o

◎体重制限 ◎操業隻数の制限
・2 .5kg未 満 の採 捕 ・着業 隻数の制限 を実

禁止 施
◎漁法又は漁具の制限
・漁 法 は 「空 釣 な 才7」、

r箱 」、rか ぎ」、「やす 』

に限定

◎使用漁船の制限
・使用 漁 船は20ト ン未

満(漁 法によっては5ト ■

ン未満)

り

注 一1)第1種 共同漁業権には上 記の漁業の他、ほや、ふの り.き んなんそ う等あ るが、 自家消費 されていたり、漁獲量が非常に小さいため、上記の表から除いた。

注 一2)上 記 のつぶ漁獲量 は知事許 可のっぶかご漁業の漁獲量も一部含まれる。

注 一3)● は主たる操業 時期

Oは 従 たる操業時期.

禁は禁 漁期
⑪δ



2一 ②,第2種 共 同 漁業 権 に基 づ く漁 業(刺 し網 漁 業)の 現 状

漁業の種別 対象魚種 漁獲量(t) その他の制限 漁期(注 一2)

1999 200D 2001 2002 2003 ア)法 令、 漁業調整規 イ)自 主的規制 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

年 年 年 年 年 則、行 使規則に基 づ 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

く制限

第 刺網漁業 かれい 全域 1805 1528 1352 936 1484 (羅臼地区) (羅臼地区) O O o o O 0 o o o ○ o o

2 推薦地内 21 25 26 20 16 ◎漁法又は漁具の制限 ◎漁法又は漁具の制限

種 ・漁 網 の網 目 ・刺 し網 類 の トー タ ル の

◎使用漁船の制限 使用数の制限(8放 し以
・使 用 漁 船 は20ト ン 内)

未満
◎他魚種の保護措置
・サ ケが採 捕 された場

合 は連 やか に海中還

元 す るこ と、 書5cm

未満のカレイ、キチジ

の 漁獲 が20%を 超

えた場合は漁場移動
を実施

(斜里地区) (斜里地区) o O o o o o o o o

◎禁漁区の設定 ◎使用漁船の制限
・操業禁止区域の設定 ・ウ トロ 漁 協 は10ト ン

・夜間操業の禁止 未満
◎漁法又は漁具の制限 ・斜 里 第 一 漁 協 は5ト ン

・漁網の網 目制限 未満
◎使用漁船の制限
・使 用 漁 船 は20ト ン

.

, 未満

そ い 全域 255 295 322 275 246 同上 同上 同 上

推薦地内 5 9 5 7 3

ほ っけ 全域 6624 6852 6フ62 5402 50ao 同上 同上 同 上

(注 一1) 推薦地内 1953 1B40 2344 1625 1427

た ら 全域 2785 2798 3040 3468 2778 (羅臼地区) (羅臼地区) o o o 0 o o o o 0 o O o

推薦地内 365 3go 362 348 302 ・◎漁法又は漁具の制限 ◎漁法又は漁具の制限
・漁 網 の網 目 ・刺 し網 類 の トー タ ル の

◎使用漁船の制限 使用数の制限(8放 し以
・使 用 漁 飴 は20ト ン 内)

未満
◎他魚種の保護措置
・サ ケが採 捕 され た場

合 は速 やか に海 中還

元 す る こ と.15cm

未満のカレイ、キチジ

の漁獲 が20%を 超

えた場 合 は漁場移 動

を実施

めぬけ 全域 ア 8 8 8 B
一

同上 同上 同 上

推薦地内 0 0 o o 0

きちじ 全域 247 156 99 105 134
一

同上
「 同上 同 上

推薫地内 o 0 0 o o
〕 ゴ

04



、
}

注-1)上 記のほ っけの漁獲量は定 置網等によるほっけの漁獲量も含まれている。

漁獲量ぱ年変動が大 きいものの、中水準か ら高水準の間で推移 している。

注一2)○ は操業 時期

u,5



3.知 事 許 可 漁業 の現 状

漁業の種別 対象魚種及 漁獲量(t) その他の制限 漁期(注 一2)

び水産物 1999 2000 2001 2002 2003 ア)法 令、漁業調整規 イ)自 主的規制 可 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

年 年 年 年 年 則、行使規則に基づ 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

く制限

知 知事許可 刺網 す け とうだ ら 全域 13939 10869 8637 8138 100ア7 (羅臼地区) (羅臼地区) ● ● ● O O 0 O o o 0 o ●.

事 推薦地内 1819 1522 1555 1221 1814 ※群細は別紙にて整理 ※詳細ま別紙にて整理

許 ◎体長制限 ◎禁漁期の設定

可
・306m未 満 の 採 捕 禁 ・産卵期 保護 のた め一 定

漁 止 期間の禁漁

業 ◎漁獲量の限度設定 ◎禁漁区の設定
・TACに よ る資 源管 ・産 卵期保護 の ため 一定

理 区域の禁漁

◎漁法又は漁具の制限 ◎漁法ヌは漁具の制限
ヤ ・漁網の網目制限 ・資 源保護の ため大 きな

◎使用漁船の制限 網 目の使用
・使 用 漁 船 は20ト ン ◎共同経営の実施

未満 ・共 同経営 による漁 獲圧

力の抑制

◎自主減船
・減 船に よる漁獲 圧 力の

抑制

か ご えび 全域 20 12 6 10 7 (羅臼地区) (羅臼地区) 禁 禁 禁 禁 禁 禁 ● ● ● 禁 禁 禁

惟薦地内 0 o 0 o D ◎禁漁期間の設定 ◎漁獲量の限度設定
・操業 時期 は7月1目 ・1隻 当た りの年間 漁獲

～9月25日 の み の 量の上 限は4ト ンに制

間に限定 限

◎使用漁船の制限
・使 用 漁 船 は20ト ン

未満

釣 り いか 全域 38薯1 34502 1729τ 6707 2926 (羅臼地区) ● ●

推薦地内 83ア 8252 2879 1994 フ55 ◎使用漁船の制限
・使 用 漁 船 ぱ20ト ン

未満

(斜里地区) ●

◎使用漁船の制限
・使 用 漁 船 は20ト ン

未満

出無◎



かご つぶ 全域 212 20フ 176 .㌧r3 163 (羅臼地区). (羅臼地区)禁 禁 .禁 禁 崇 ○ ● ● 禁 禁 禁 禁

(注 一1) 推薦地内 18 21 21 20 16 ◎禁漁期間の設定 ◎体長制限.ゴ.
・操 業 時 期 は6月 て 日 ・殻 長60m未 満 の 採 捕

一8月10日 の み の 禁止

間に阪定 ◎漁獲量の限度設定
◎使用漁船の制限 ・1隻 当た りの年間漁 獲

・使用 漁 船 は20ト ン 量の上限 を50ト ンに

未満 制限

◎漁法又は漁具の制限
・漁具 は400個 以 内

(斜里地区) (斜里地区) o o O o

◎使用漁船の制限 ◎漁法又は漁具の制限
・使 用 漁 船 は20ト ン ・カニな どが 脱 出で き る

未満 構造の義務化
.

刺網 きち じ 全域 115 143 141 143 て80 (斜里地区)
.

o o o o o o O o o
」

推薦地内 2 4 4 3 5 ◎漁具又は漁法の制限 「

網 目制限の実施
◎使用漁船の制限
・使 用 漁 船 は20ト ン

未満

注一1)上 記のつぶ漁獲量は共同漁業権のつぶか ご漁業の漁獲量も含まれる。

注 一2)● は主 たる操業時期

0は 従 たる操業時期

禁rま禁 漁期
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4.さ けます孵化 放流事業 の概要

(1)親 魚捕獲河川及び捕獲数

魚種 河川名 捕獲数(尾)

1999年i2000年
「

2001年 2002年 2003年

サケ 羅臼川 2087}6385 3095
h

2080 1662

岩尾別川 28481 5318 5801 5538 4715

遠音別川 2707 249 0 0 2454

カ ラフ トマス 羅臼川 3889 42355 5414i18835! 16520

サシルイ川 9162 て5213 15938}29594119490
ルサ川 0 1663 oloiO

j

岩尾別川 27000 31716 1耳972}38649}83398

遠音別川 8303 6010 3253i11367i12118

(2)稚 魚放流河川及び放流数

魚種 河川名 放流数 (千尾)

1999年 12000年 12001年 12002年 !2003年

サケ 羅臼川 9175 1901219488
1

19143
弼

19500

モセ カルベ ッ川 3686 13492 142551 4179

1欄ルサ川 3691 i3493 }3992
ユ 13504 4000

ル シヤ川 1180 i956

卜
19834 1114

ユ・1…一

岩尾別川 6567 i5841 158581 i5276 ↓5000F

遠音別川 1061 ilo51 11・ ・4
Tg92
「

「"

目000

カ ラ フ トマス 羅臼川 1007 hO36 h147i
I

1007 }1000
サ シル イ川 1GO9 11028

↓
[13ぎ"1 1023 i1。 δδ

ルサ川 1000 11000 」10・ 。}
1000 nOOO

ル シヤ川 4366 i5252 !4508
§

4508 14000
…

岩尾別川 8273 18756 i8252 8385 8000

遠音別川 3380 13372 13390 3485 !㎜

}

♪

(3)そ の他

さけます類 については、毎年、親魚の捕獲数、回帰数、稚魚の放流数につ いてモニタ リングを

行い、鰐化放 流計画 を策定 し、適 正な資源管理及び系統群の保護 を図 っている。

5,カ レイ等 の種苗 放流事業の概要

(1)種 苗放流 の概要

種 苗放 流

魚種

放流量(干 尾) 漁獲量馳(t)1

199gi2000i2001i2002i2003

i年年i年i年i年

1999i2000i200112002}2003

年i年 準 …年1年
マガ レイ 82illoiOi32

Liii
全域 170目5611161145!159

推薦地内 ・}・ 工 …1・

マ ツカ ワ

∵}6門3
全域

1峠
α151α15謝1α14}α3

推薦地内 0.13iO.08}0.040,05iO.08昌5
ク ロゾイ 3i6}6i9115 全域

一
5・8箪8]・2{11・41α8

推薦地内 ・{・1・{・1。

クロガシラ 1i・ ・126}・1・
l lil

全域 75}8619U941・4

推薦地内 ・,・1㌍ … 署 …1… び1
h e8



斜 里町 ・羅 臼 町 にお け る遊 漁 の実 態 につ い て

)

項 目 海 面 内 水 面

北海道漁業調整規則 第35条(体 長 制限) 第22条(禁 止期 間)

サ ケ ・マ ス の 全 長20cm未 満 の サ ケ ・マス周 年禁止

規

〔懲 源麟 〕
採捕禁止 ヤ マベ5/1～6/30禁 止

則 第42条(河 ロ付近サケマス採捕禁止) 第23条(漁 具 ・漁 法の禁止)

岩尾別川、遠音別川、 水中に電流

及 奥蘂別川 、斜里川 ヤ ス ・カ ギ

サ シルイ川、羅臼川 も じ網

び 春苅古丹川

第24条2(保 護委面)

ル 第44条(遊 漁者等の漁具 ・漁法) 奥蘂別川、遠音別川

竿釣及び手釣

「 た も網(40。m未 満) 第24条3(資 源保護水面)

徒手採捕 斜里川支流エ トン ピ川

ル 春苅古丹川

網走海区 斜里 町秋サケ船釣 りライセンス制 内水面漁場管理委員会指示

漁業調整委員会指示 定置網周辺500m以 内の船釣 り 斜里川河 口か ら捕獲施設までを

禁 止(H16:9/7～9125) 8〆1～12131す べ て の 水産 動物 の採

距 岸10,000m以 内 で の 秋 サ ケ船 釣 捕禁止

り禁止(H】6:8/25～9/25)・

た だ し 、9/1～9/25の 間 は ラ イ セ

ンス取得船は認める。

根室海区 さけ定置網300m以 内の船釣 り禁止

漁業調整委員会指示 (8月 上 旬 ～9月:下 旬)

自主規定 ・協定等 羅臼遊漁船組合
・釣 時 間:12時 間 以 内

・魚 量=ク ーラーポ ックス1箱 以 内

対象魚種 サ ケ ・マ ス 類 、 カ レイ類 、 ホ ッケ 、 ヤ マ ベ 、 オ シ ョ ロ コマ 、 ニ ジマ ス な

遊 ス ケ トウ ダ ラ、 ソイ な ど ど

漁 主要区域 半島部沿岸域 不明(ル シャ川)

港 、磯、海浜地か らの釣 り

実

遊漁船数 H16,3.31現 在 登 録 数 該 当な し

態 (遊漁船業登録数) 網走1199隻

※瀬渡 しを含む 根室:27隻

遊漁者数 不明 不明

※推薦地の周辺地域を含む

一1一
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